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長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
第
四

十
九
号
）

（
第
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己
資
本
の
充
実
に
係
る

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己
資
本
の
充
実
に
係
る

区
分
及
び
こ
れ
に
応
じ
た
命
令
）

区
分
及
び
こ
れ
に
応
じ
た
命
令
）

第
三
条

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
三
第
二
項
の
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定

第
三
条

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
二
項
の
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め

め
る
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分
及
び
当
該
区
分
に
応
じ
内
閣
府
令

る
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分
及
び
当
該
区
分
に
応
じ
内
閣
府
令
・

・
財
務
省
令
で
定
め
る
命
令
は
、
次
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
次
の
表
の
と

財
務
省
令
で
定
め
る
命
令
は
、
次
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
次
の
表
の
と
お

お
り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

表
（
略
）

表
（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
表
中
「
第
一
基
準
」
と
は
、
連
結
自
己
資
本
比
率
基
準
（
銀
行
法

３

第
一
項
の
表
中
「
第
一
基
準
」
と
は
、
連
結
自
己
資
本
比
率
基
準
（
銀
行
法

第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
基
準
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
五
十
二
条
の
九
に
規
定
す
る
基
準
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

の
う
ち
海
外
営
業
拠
点
（
前
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。
次
項
に

ち
海
外
営
業
拠
点
（
前
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。
次
項
に
お
い

お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会

て
同
じ
。
）
を
有
す
る
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及

社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
係
る
も
の
を
い
う
。

び
そ
の
子
会
社
等
に
係
る
も
の
を
い
う
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

６

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
子
会
社
等
」
と
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

６

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
子
会
社
等
」
と
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。

九
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。


